
昭
和
六
十
二
年
法
務
省
令
第
四
十
一
号

刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
施
行
規
則

刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
別
表
の
法
務
省
令
で
定
め
る
保
管
期
間
）

第
一
条
　
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
３
の
確
定
裁
判
の
裁
判
書
の
う
ち
法
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
章
の
罪
又
は
自
動
車
の
保
管
場

所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
の
罪
に
係

る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
又
は
交
通
事
件
即
決
裁

判
手
続
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
三
号
）
に
定
め
る
手
続
（
以
下
「
略
式
手
続
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

確
定
裁
判
の
裁
判
書
（
正
式
裁
判
の
請
求
が
あ
つ
た
事
件
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
、
そ
の
保
管
期
間
は
、

十
年
と
す
る
。

第
二
条
　
法
別
表
第
一
号
６
の
そ
の
他
の
裁
判
の
裁
判
書
の
法
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
裁
判
書
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

裁
判
書
の
区
分

保
管
期
間

一（
１
）
　
上
訴
審
で
破
棄
さ
れ
た
裁
判
の
裁
判
書

（
２
）
　
公
訴
棄
却
、
控
訴
棄
却
又
は
上
告
棄
却
の
確
定
裁
判
（
公
訴
棄
却
、
控
訴

棄
却
又
は
上
告
棄
却
の
確
定
判
決
を
除
く
。
）
に
係
る
上
訴
の
申
立
て
（
異
議
申

立
て
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
裁
判
の
裁
判
書

（
３
）
　
判
決
訂
正
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
の
裁
判
書

当
該
裁
判
に
係
る
被
告
事
件
に
つ

い
て
の
法
別
表
第
一
号
１
か
ら
４

ま
で
の
確
定
裁
判
の
区
分
に
応
じ

て
、
そ
の
確
定
裁
判
の
裁
判
書
の

保
管
期
間
と
同
じ
期
間

二（
１
）
　
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
す
確
定
裁
判
の
裁
判
書
、
刑
法
（
明

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
刑
を
定
め
る
確
定
裁

判
の
裁
判
書
、
刑
事
訴
訟
法
第
五
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
の
解
釈
を
求
め
る

申
立
て
に
つ
い
て
の
確
定
裁
判
（
棄
却
決
定
を
除
く
。
）
の
裁
判
書
、
刑
事
事
件

に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
八
年

法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
没
収
の
裁
判
を
取
り
消
す
確
定

裁
判
の
裁
判
書
又
は
再
審
を
開
始
す
る
確
定
裁
判
の
裁
判
書

（
２
）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
裁
判
に
係
る
上
訴
の
申
立
て
（
異
議
の
申
立
て
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
の
裁
判
の
裁
判
書

確
定
裁
判
に
係
る
被
告
事
件
に
つ

い
て
の
法
別
表
第
一
号
１
か
ら
４

ま
で
の
確
定
裁
判
の
区
分
に
応
じ

て
、
そ
の
裁
判
の
裁
判
書
の
保
管

期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
期
間

三（
１
）
　
刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
一
条
第
四
項
、
第
百
八
十
三
条
、
第
百
八
十
四
条

若
し
く
は
少
年
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
六
十
七
条
第
七
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
費
用
を
負
担
さ

せ
る
確
定
裁
判
の
裁
判
書
又
は
刑
事
訴
訟
法
第
五
百
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
費
用

の
負
担
を
命
じ
る
裁
判
の
執
行
の
免
除
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
確
定
裁
判
の
裁

判
書

（
２
）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
裁
判
に
係
る
上
訴
の
申
立
て
（
異
議
の
申
立
て
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
の
裁
判
の
裁
判
書

五
年

四
　
非
常
上
告
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
（
棄
却
判
決
を
除
く
。
）
の
裁
判
書

破
棄
さ
れ
た
確
定
裁
判
の
裁
判
書

又
は
破
棄
さ
れ
た
訴
訟
手
続
に
係

る
確
定
裁
判
の
裁
判
書
の
保
管
期

間
が
満
了
す
る
ま
で
の
期
間

五
　
一
か
ら
四
ま
で
の
裁
判
以
外
の
裁
判
の
裁
判
書

当
該
裁
判
に
つ
い
て
の
裁
判
書
以

外
の
保
管
記
録
の
保
管
期
間
が
満

了
す
る
ま
で
の
期
間

第
三
条
　
法
別
表
第
二
号
１
（
七
）
の
保
管
記
録
の
う
ち
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
交
通
法
第
八
章
の
罪

又
は
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
の
罪
に
係
る
被
告
事
件
に
つ

い
て
の
略
式
手
続
等
に
よ
る
訴
訟
の
記
録
で
あ
つ
て
仮
納
付
の
裁
判
の
執
行
に
よ
り
略
式
命
令
又
は
交
通
事
件
即

決
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
に
刑
の
執
行
を
終
え
た
こ
と
と
な
る
事
件
に
係
る
も
の
（
正
式
裁
判
の
請
求
が
あ
つ
た

事
件
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
、
そ
の
保
管
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

第
四
条
　
法
別
表
第
二
号
３
の
そ
の
他
の
保
管
記
録
の
法
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
保

管
記
録
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

保
管
記
録
の
区
分

保
管
期
間

一
　
再
審
請
求
事
件
の
訴
訟
の
記
録
再
審
請
求
に
係
る
被
告
事
件
の
裁
判
書
以
外
の
保
管
記
録
の
保
管
期
間
が
満
了

す
る
ま
で
の
期
間
（
そ
の
期
間
が
三
年
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
三
年
）

二
　
そ
の
他
の
保
管
記
録

三
年

（
再
審
の
手
続
の
た
め
の
保
存
の
請
求
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
記
録
を
再
審
保
存
記
録
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
を
請
求
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
再
審
保
存
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
を
保
管
検
察
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
に
関
す
る
通
知
）

第
六
条
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保

存
し
な
い
旨
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
期
間
の
延
長
の
請
求
等
）

第
七
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
保
存
記
録

の
保
存
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
中
「
再
審
保
存
請
求
書
（
様

式
第
一
号
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
再
審
保
存
期
間
延
長
請
求
書
（
様
式
第
二
号
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
記
録
の
閲
覧
の
請
求
等
）

第
八
条
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
保
管
記
録
の
閲
覧
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
管
記
録
閲
覧
請

求
書
（
様
式
第
三
号
）
を
保
管
検
察
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
管
検
察
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
訴
訟
関
係
人
で
あ
る
こ
と
又
は

閲
覧
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
き
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
保
管
検
察
官
は
、
保
管
記
録
に
つ
い
て
閲
覧
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
請
求
に
係
る
保
管
記
録
を
閲

覧
さ
せ
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
請
求
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
の
請
求
等
）

第
九
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
再
審
保
存
記
録
閲
覧
請
求

書
（
様
式
第
四
号
）
を
保
管
検
察
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
再
審
保
存
記
録
に
つ
い
て
閲
覧
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
法
第
五
条
第
三
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
条
　
法
第
五
条
第
三
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
民
事
上
又
は
行
政
上
の
争
訟
に
関
し
て
再
審
保
存
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

二
　
刑
事
上
の
手
続
に
関
し
て
再
審
保
存
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

三
　
そ
の
他
特
に
再
審
保
存
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

（
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
の
申
出
）

第
十
一
条
　
法
第
五
条
第
三
項
の
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
再
審
保
存
記
録
閲
覧
申

出
書
（
様
式
第
五
号
）
を
保
管
検
察
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閲
覧
の
日
時
、
場
所
等
の
指
定
等
）

第
十
二
条
　
保
管
検
察
官
は
、
保
管
記
録
又
は
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
、
場
所
及
び
時
間
を
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
保
管
検
察
官
は
、
保
管
記
録
又
は
再
審
保
存
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
当
該
記
録
の
破
棄
そ
の
他
不
法
な
行
為

を
防
ぐ
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
庁
の
職
員
を
こ
れ
に
立
ち
合
わ
せ
、
又
は
そ
の
他
の
適
当
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
閲
覧
の
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
七
条
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
も
つ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
法
第
九
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
四
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
民
事
上
又
は
行
政
上
の
争
訟
に
関
し
て
刑
事
参
考
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

二
　
刑
事
上
の
手
続
に
関
し
て
刑
事
参
考
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

三
　
そ
の
他
特
に
刑
事
参
考
記
録
を
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

（
権
限
の
委
任
）

第
十
五
条
　
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
刑
事
参
考
記
録
の
保
存
及
び
閲
覧
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
権
限

（
刑
事
参
考
記
録
と
し
て
保
存
す
る
旨
の
決
定
に
関
す
る
権
限
を
除
く
。
）
は
、
刑
事
参
考
記
録
に
係
る
被
告
事
件

に
つ
い
て
第
一
審
の
裁
判
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
長
（
区
検
察
庁
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
事
正
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
任
す
る
。

（
刑
事
参
考
記
録
の
閲
覧
の
申
出
等
）

第
十
六
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
刑
事
参
考
記
録
の
閲
覧
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
刑
事
参
考
記
録
閲
覧
申

出
書
（
様
式
第
六
号
）
を
前
条
に
規
定
す
る
検
察
庁
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
十
二
条
の
規
定
は
、
刑
事
参
考
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
保
管

検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
察
庁
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
略
式
手
続
に
よ
る
訴
訟
の
記
録
等
に
関
す
る
特
例
）

２
　
法
附
則
第
六
条
の
法
務
省
令
で
定
め
る
訴
訟
の
記
録
は
、
道
路
交
通
法
第
八
章
の
罪
又
は
自
動
車
の
保
管
場
所

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
の
罪
に
係
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
記
録
で
あ

つ
て
法
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
と
し
、
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
二
条
第
一

項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
検
察
官
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
本
籍
地
（
本
籍
の
な
い
者
、
本
籍
の
明
ら

か
で
な
い
者
又
は
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
東
京
都
）
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る

検
察
庁
の
検
察
官
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
一
六
日
法
務
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
一
七
日
法
務
省
令
第
六
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
法
務
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
法
務
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第

一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日
法
務
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
法
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
一
日
法
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
号
（
第
五
条
関
係
）

様
式
第
二
号
（
第
七
条
関
係
）
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様
式
第
三
号
（
第
八
条
関
係
）

様
式
第
四
号
（
第
九
条
関
係
）

4



様
式
第
五
号
（
第
十
一
条
関
係
）

様
式
第
六
号
（
第
十
六
条
関
係
）
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